
 

 

令和５年度スタ－トコ－チ（スポ－ツ少年団）養成講習会開催要項 
 

1. 目的 

本講習会は、「公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度」に基づき、スポ

－ツ少年団をはじめ、総合型地域スポ－ツクラブ・学校運動部活動等において、必要最低限

度の知識・技能に基づき、安全で効果的な活動を提供する「スタ－トコ－チ（スポ－ツ少年

団）」の育成を目的に、日本スポ－ツ少年団と都道府県スポ－ツ少年団との共催により開催

する。 

 

2. 主催 

公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団 
公益財団法人大分県スポ－ツ協会 大分県スポーツ少年団 
各市町スポーツ少年団（大分市・玖珠町・国東市・由布市・竹田市） 

 

3. 会場・期日 

(1)  大分市   大分市役所本庁舎 8階大会議室        ：１１月２５日(土) 

(2) 大分市   大分市役所本庁舎 8階大会議室        ：１２月１０日(日) 

(3) 玖珠町    くすまちメルサンホール 1階 健康増進室     ：１１月 ５日(日) 

(4) 国東市   安岐中央公民館ホール                ：１２月１６日(土) 

(5)  由布市   由布市挾間公民館（はさま未来館）２階大研修室：１１月２６日(日) 

(6) 竹田市   竹田市役所３階会議室２～４         ：１０月２９日(日) 

 

4．研修日程 

  各開催市から案内のある開催要項にてご確認ください。 

 

5． 参加条件（対象者） 

令和５年４月１日現在、満１８歳以上の者。 

 

6.  申込方法 

  受講希望者各自が指導者マイペ－ジから行う。 

申込を行う際には認証コ－ドが必要となります。認証コ－ドは開催市町からの案内にて 

ご確認ください。 

 

7.  参加人数 

原則として、１コースあたり５０～１００名程度（最低２０名以上）とする。 
 

8.  実施方法 

１コースにつき、７．５時間以上の集合講習と自宅学習（１１．５時間）を実施する。 

 

9.  教材 

公益財団法人日本スポーツ協会が発行する以下の２冊。 

（1） 『スタ－トコ－チ共通科目テキスト（Reference Book）』 

（2） 『スタ－トコ－チ（スポ－ツ少年団）専門科目テキスト』 

 

10. 受講参加料 

(1) 受講料 3,500円（税込） 

  (2) テキスト代 2,200円（税込） 

    ※受講申込後のテキストのキャンセルはできませんのでご了承ください。 

      

 



 

 

 

11. 教材費及び受講参加料の支払方法 

  各開催市町から案内のある開催要項にてご確認ください。 

 

12.  資格認定 

   講習会修了者は、公益財団法人日本スポ－ツ協会から届く「登録手続き書類」に基づき、 

  資格登録手続きを行うことで資格が認定される。 

    ※登録手続きの詳細は、公益財団法人日本スポ－ツ協会のホ－ムペ－ジを参照すること。 

 

13. 個人情報の取扱い 

（1） 本講習会実施に際し取得した個人情報は、主催者及び主管団体が本講習会の案内、資料

の送付、受講者名簿の作成、指導者管理システムでの管理を目的に使用し、法令などによ

り開示を求められた場合を除き、受講者の同意なしに第三者に開示・提供しない。 

（2） 活動の様子は、主催者及び主管団体を通じた公開、関係機関・団体及び報道機関等によ

る新聞・雑誌及び関連ホームページや SNS 等への掲載、次回事業実施の案内への掲載等で

公表することがある。 

（3） 関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真、映像が新

聞・雑誌・報告書及び関連ホームページや SNS に掲載されることがある。 

 

14. 留意事項 

（1） 本講習会や資格の登録手続きに関するお知らせについては、指導者マイページに登録さ

れている E-mail アドレス宛に行うことがある。そのため、指導者マイページに登録して

い る ア ド レ ス を 常 に 最 新 な も の と な る よ う 設 定 す る こ と 。 ま た 、 必 ず

「@my.japan-sports.or.jp」のドメインから送信されるメールを受信できるよう受信許可設

定を確認すること。 

（2） 受講者の都合（迷惑メールブロック等による各種お知らせメールの不着を起因とした欠

席を含む）により養成講習会を受講できなかったために生じた受講者の損害については、

主催者及び主管団体はその責任を負わないものとする。 

（3） 天災地変や伝染病の流行、会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の JSPO

及び主管団体が管理できない事由により、講習内容の一部変更及び中止のために生じた受

講者の損害については、主催者及び主管団体はその責任を負わないものとする。 

暴力 0（ゼロ） 心でつなぐスポーツの絆 

 

～スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン～ 

 


